
令和６年１１月 雲仙市定例記者会見 次第 

 

令和６年１１月１５日（金）午後２時 

本庁別館３階会議室１～３ 

 

１ 令和６年第４回雲仙市議会定例会提出議案について（別綴り） 

 

２ 市からのお知らせ 

令和６年１２月～令和７年２月の主要行事予定について 

別紙（資料№８） 

 

３ 質疑応答 

※（市会見終了後）雲仙観光局記者会見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配付資料○ 

資料№1 令和６年第４回雲仙市議会定例会提出議案について 

資料№2 令和６年第４回雲仙市議会定例会提出議案概要 

資料№3 議案 

資料№4 提出議案参考資料（その１） 

資料№5 提出議案参考資料（その２） 

資料№6 市長発言要旨 

資料№7 多比良工業団地一部分譲について 

資料№8 令和６年１２月～令和７年２月の行事予定 

 



令和６年１１月１５日 

 

 

 

 

 

「多比良港工業団地の一部分譲」について 

（上程議案「市有財産の処分」について） 

 

多比良港工業団地の一部分譲について、議案第 7２号「市有財産の処分について」に  

 おいて、議案上程しますのでお知らせします。 

 

 １、市有財産の処分について 

（１）土 地 の 表 示 所 在 地  雲仙市国見町土黒甲字同岸２９６番９ 

            面 積  １１，５３３．１１㎡（下の図面参照） 

                  ※多比良港工業団地の全分譲面積 62,799 ㎡ 

（２）売 却 金 額   ９９，４１５，４０８円（分譲単価 8,620 円/㎡） 

（３）契約の相手方   住  所  長崎県諫早市福田町３５７番地１５ 

            業 者 名  社会福祉法人 南高愛隣会 

            代表者名  理事長 田島 光浩 

２、事業計画について 

（１）事業所の名称 社会福祉法人 南高愛隣会  

・コロニーエンタープライズ（就労継続支援 A 型事業所） 

・WORK エンタープライズ （就労継続支援 B 型事業所） 

（２）事 業 内 容 乾麺の製造販売 

（３）事業開始時期   令和８年度予定（令和７年度に事業所の建設着工予定） 

（４）雇 用 計 画  ６０名（うち新規雇用１０名） 

 

３、事業内容に関するお問い合わせ先 

○社会福祉法人 南高愛隣会          【多比良港工業団地売却場所】 

事業サポート本部 

連絡先 ０９５７－２４－３６００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 

担当者 

電 話 

ＦＡＸ 

企業誘致推進室 

城戸、大石、筒井 

0957-47-7837 

0957-38-3514 

報道機関各位 

報道資料 
資料№7 



 

 

令和６年１２月～令和７年２月の主要行事予定について 
 

 

●第１９回雲仙市少年の主張大会 

１ 日 時  １２月７日（土）午後１時～４時 

２ 場 所  吾妻町ふるさと会館 

３ 実 施 主 体  雲仙市青少年・子ども育成会議 

４ 問い合わせ  雲仙市青少年・子ども育成会議事務局（生涯学習課内） 

 

●第１６回雲仙市産業まつり 

１ 日 時  １２月８日（日）午前９時～午後３時 

２ 場 所  ＪＡ全農ながさき県南家畜市場 

３ 実 施 主 体  雲仙市産業まつり実行委員会 

４ 問い合わせ  雲仙市産業まつり実行委員会事務局（観光物産課内） 

 

●雲仙市表彰式 

１ 日 時  １２月８日（日）午前１１時～正午 

２ 場 所  吾妻町ふるさと会館 

３ 問い合わせ  政策企画課 

 

●雲仙市二十歳のつどい 

１ 日 時  １月４日（土）午後２時 

２ 場 所  愛の夢未来センター 

３ 問い合わせ  生涯学習課 

 

●雲仙市消防出初式 

１ 日   時  １月５日（日）午前９時半 

２ 場   所  小浜マリンパーク 

３ 問い合わせ  市民安全課 

 

●ビッグバンドジャズフェスティバル２０２５ 

１ 日 時  １月２５日（土）午後１時 

２ 場 所  愛の夢未来センター 

３ 実 施 主 体  雲仙市文化会館自主文化事業振興会 

４ 問い合わせ  雲仙市文化会館自主文化事業振興会事務局（生涯学習課内） 

 

●第１９回雲仙市美術展覧会（市展） 

 １ 日 時  ２月６日（木）～９日（日）午前１０時～午後６時 

 ２ 場 所  吾妻町ふるさと会館 

 ３ 実 施 主 体  雲仙市文化連盟 

 ４ 問い合わせ  雲仙市文化連盟事務局（生涯学習課内） 

 

✳各行事の詳細につきましては、それぞれの問い合わせ先へご連絡願います。 

資料№8 


